




要約：三歳児健診の事後指導を効果的に実施するため、「三歳児健診事後指導マニュアル」

を作成し保健所での検討を行った。その結果、関係機関が継続的に指導観察すべき児の選

定を客観的に行うことが概ね可能であると思われた。しかしながら、幾つかの関係機関が

協力して観察指導にあたることが必要な児の群もあり、役割分担や連絡調整のため適宜情

報交換が必要であることから、心身障害乳幼児療育ネットワークシステムの積極的な運用

が有効であると考えられた。 


